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南丹市告示第１４２号 

        平成２１年第１回南丹市議会臨時会を次のとおり招集する。 

                平成２１年５月２０日 

南丹市長 佐々木 稔納 

記 

１．期  日  平成２１年５月２７日 

２．場  所  南丹市議会議場 

３．付議事件 

 （１） 専決処分の承認について（南丹市税条例等の一部改正について） 

 （２） 専決処分の承認について（南丹市都市計画税条例の一部改正について） 

 （３） 専決処分の承認について（南丹市国民健康保険税条例の一部改正について） 

 （４） 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市一般会計補正予算（第６号）） 

 （５） 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算 

（第４号）） 

 （６） 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市下水道事業特別会計補正予算 

（第４号）） 

 （７） 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市商品券事業特別会計補正予算 

（第２号）） 

 （８） 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市土地取得事業特別会計補正予算 

（第４号）） 

 （９） 南丹市特別職員の給与に関する条例の一部改正について 

 （10） 南丹市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 （11） 平成２１年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

 （12） 南丹市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 

 

○○○○開会日開会日開会日開会日にににに応応応応招招招招したしたしたした議員議員議員議員    

    

仲   絹 枝     大  一 三     高 野 美 好 

森    次     川 勝 眞 一     末 武   徹 

橋 本 尊 文     中 川 幸 朗     小 中   昭 

川 勝 儀 昭     藤 井 日出夫     矢 野 康 弘 

森   嘉 三     仲 村   学     外 田   誠 

中 井 榮 樹      村 則 夫     井 尻   治 

村 田 憲 一     松 尾 武 治     高 橋 芳 治 

八 木   眞     村 田 正 夫     谷   義 治 
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吉 田 繁 治 

 

 

○○○○応招応招応招応招しなかったしなかったしなかったしなかった議員議員議員議員    

                な  し 
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平成平成平成平成２１２１２１２１年第年第年第年第１１１１回南丹市議回南丹市議回南丹市議回南丹市議会会会会臨時臨時臨時臨時会会会会会議録会議録会議録会議録 

平成２１年５月２７日（水曜日） 

 

議事日程議事日程議事日程議事日程（（（（第第第第１１１１号号号号））））    

平成２１年５月２７日 午前１０時開議 

    日程第 1   会議録署名議員の指名 

    日程第 2   会期の決定について    

    日程第 3   報告第１号から報告第８号まで（提案理由説明～表決） 

 日程第 4   議案第８３号から議案第８５号まで（提案理由説明～表決） 

 日程第 5   議第３号 南丹市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改 

正について（提案理由説明～表決） 

    

本日本日本日本日のののの会議会議会議会議にににに付付付付したしたしたした事件事件事件事件    

    日程第 1   会議録署名議員の指名 

    日程第 2   会期の決定について    

 日程第 3   報告第 １ 号 専決処分の承認について（南丹市税条例等の一部改正につい 

て）                   （市長提出） 

報告第 ２ 号 専決処分の承認について（南丹市都市計画税条例の一部改正 

について）                （市長提出） 

報告第 ３ 号 専決処分の承認について（南丹市国民健康保険税条例の一部 

改正について）              （市長提出） 

報告第 ４ 号 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市一般会計補正 

予算（第６号））             （市長提出） 

報告第 ５ 号 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市簡易水道事業 

特別会計補正予算（第４号））       （市長提出） 

報告第 ６ 号 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市下水道事業特 

別会計補正予算（第４号））        （市長提出） 

報告第 ７ 号 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市商品券事業特 

別会計補正予算（第２号））        （市長提出） 

報告第 ８ 号 専決処分の承認について（平成２０年度南丹市土地取得事業 

特別会計補正予算（第４号））       （市長提出） 

 日程第 4   議案第８３号 南丹市特別職員の給与に関する条例の一部改正について 

（市長提出） 

議案第８４号 南丹市職員の給与に関する条例の一部改正について 
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（市長提出） 

議案第８５号 平成２１年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算(第１号) 

（市長提出） 

 日程第 5   議第 ３ 号 南丹市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 

改正について                （議員提出） 

 

出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（２５２５２５２５名名名名））））    

 1 番 仲   絹 枝    2 番 大  一 三     3 番 高 野 美 好 

 4 番 森    次    5 番 川 勝 眞 一     6 番 末 武   徹    

 7 番 橋 本 尊 文    8 番 中 川 幸 朗     9 番 小 中   昭 

 11番 川 勝 儀 昭    12番 藤 井 日出夫    13番 矢 野 康 弘 

 14番 森   嘉 三    15番 仲 村   学    16番 外 田   誠 

 17番 中 井 榮 樹    18番  村 則 夫    19番 井 尻   治 

 20番 村 田 憲 一    21番 松 尾 武 治    22番 高 橋 芳 治 

 23番 八 木   眞    24番 村 田 正 夫    25番 谷   義 治 

 26番 吉 田 繁 治 

 

欠席議員欠席議員欠席議員欠席議員（（（（なしなしなしなし））））    

 

事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名    

        事 務 局 長            勝 山 秀 良                    局 長 補 佐   森   雅 克 

  主 任   西 田 紀 子     主 任   安 木 裕一郎 

 

説説説説明明明明のためのためのためのため出席出席出席出席したしたしたした者者者者のののの職氏名職氏名職氏名職氏名    

市 長     佐々木 稔 納     副 市 長     仲 村   脩 

副 市 長     岸 上 吉 治     教 育 長     牧 野   修 

参 与     國 府 正 典     参 与     浅 野 敏 昭 

参 与     中 島 三 夫     

総合政策担当部長

兼総合政策室長

 
大 野 光 博 

総 務 部 長     松 田 清 孝     企画管理部長     上 原 文 和 

市 民 部 長     西 村 良 平     

福 祉 部 長 

兼福祉事務所長

 
永 塚 則 昭 

農林商工部長     神 田   衛     土木建築部長     山 内   明 

上下水道部長     井 上 修 男     教 育 次 長     東 野 裕 和 

会 計 管 理 者     小 寺 貞 明           
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午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分開分開分開分開会会会会    

 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君））））    皆さん、おはようございます。 

ご参集、ご苦労さんでございます。 

ただいまの出席議員は２５名であります。 

これより、平成２１年第１回南丹市議会臨時会を開会いたします。 

定足数に達しておりますので、これよりただちに本日の会議を開きます。 

日程に入るに先立ちまして、ご報告をいたします。 

本臨時会における理事者の出席要求につきましては、お手元配布の文書のとおり要求

しておきましたので、ご覧おき願います。 

続いて、４月１日付けで部長級の異動がありましたので、紹介を受けることといたし

ます。 

佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） おはようございます。 

それではただいま議長よりお許しをいただきましたので、本年４月１日付けで人事異

動をいたしました部長級を紹介いたします。総合政策担当部長兼総合政策室長の大野光

博でございます。 

○○○○総合政策担当総合政策担当総合政策担当総合政策担当部長部長部長部長兼総合政策室長兼総合政策室長兼総合政策室長兼総合政策室長（（（（大野大野大野大野    光博君光博君光博君光博君）））） どうぞよろしくお願いいたします。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 企画管理部長の上原文和でございますが、人事秘書課長の兼

務を解きました。 

○○○○企企企企画管理部長画管理部長画管理部長画管理部長（（（（上原上原上原上原    文和君文和君文和君文和君）））） どうぞよろしくお願いします。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 市民部長の西村良平でございます。 

○○○○市民市民市民市民部長部長部長部長（（（（西村西村西村西村    良平良平良平良平君君君君）））） 西村でございます。何かとお世話になりますが、よろしく

ご指導賜りますようにお願いいたします。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 福祉部長兼福祉事務所長の永塚則昭でございます。子育て支

援課長の兼務を解きました。 

○○○○福祉部長福祉部長福祉部長福祉部長兼福祉事務所長兼福祉事務所長兼福祉事務所長兼福祉事務所長（（（（永塚永塚永塚永塚    則昭君則昭君則昭君則昭君）））） 引き続きまして、よろしくお願いいたしま

す。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 農林商工部長の神田衛でございます。 

○○○○農林商工部長農林商工部長農林商工部長農林商工部長（（（（神神神神田田田田    衛君衛君衛君衛君）））） 神田です。どうか、よろしくお願いいたします。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 会計管理者の小寺貞明でございます。 

○○○○会計管理者会計管理者会計管理者会計管理者（（（（小寺小寺小寺小寺    貞明君貞明君貞明君貞明君）））） どうぞよろしくお願いいたします。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 教育委員会教育次長、東野裕和でございますが、教育総務課

長の兼務を解きました。 

○○○○教育委員会教育次長教育委員会教育次長教育委員会教育次長教育委員会教育次長（（（（東野東野東野東野    裕和君裕和君裕和君裕和君）））） よろしくお願いします 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 以上でございます。 
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今後とも大変お世話になりますがよろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、報告を終わります。 

 

日程日程日程日程第第第第１１１１    会議録署名議員会議録署名議員会議録署名議員会議録署名議員のののの指名指名指名指名    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） これより日程に入ります。 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員に、７番、橋本尊文議員、２１番、松尾武治議員を指名いたします。 

よろしくお願いします。 

 

日程第日程第日程第日程第２２２２    会期会期会期会期のののの決定決定決定決定についてについてについてについて    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ご異議なしと認めて、さよう決します。 

 

日程第日程第日程第日程第３３３３    報告報告報告報告第第第第１１１１号号号号からからからから報告報告報告報告第第第第８８８８号号号号までまでまでまで    

日程第日程第日程第日程第４４４４    議案第議案第議案第議案第８３８３８３８３号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第８５８５８５８５号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 次に、日程第３「報告第１号から報告第８号まで」及び日程第

４「議案第８３号から議案第８５まで」を一括して、議題といたします。 

提案者から提案理由の説明を求めます。 

佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 本日ここに、平成２１年第１回南丹市議会臨時会を招集させ

ていただきましたところ、議員の皆様方にはご出席をいただき厚く御礼を申し上げます。 

  それでは、ただいま上程いただきました専決処分の承認を求める件について、ご説明

を申し上げます。 

まず、報告第１号、南丹市税条例等の一部改正につきましては、地方税法の一部を改

正する法律が平成２１年４月１日に施行されたことに伴い市条例を改正する必要が生じ

ましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき平成２１年３月３１日付けで

専決処分を行い、同条第３項の規定に基づき報告をし、承認を求めるものであります。 

今回の改正は、昨年９月に世界経済が百年に一度と言われる激震に見舞われ、国内経

済において消費、雇用情勢の急速な悪化をもたらしており、迅速で効果的な景気対策が

求められる中、固定資産税の土地の負担調整措置が平成２３年度まで延長され、据え置

き年度においても評価額の下落修正ができる特例措置が継続されることとなり、また、

新築住宅等に対する固定資産税の減免措置に新築された認定長期優良住宅、中高層耐火
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住宅が追加され、さらには、個人住民税の上場株式等の配当及び譲渡益にかかる軽減税

率の適用期限の１年間の延長並びに優良宅地造成のための土地譲渡所得にかかる市民税

の軽減措置の５年間の延長がなされたものであります。 

次に、報告第２号、南丹市都市計画税条例の一部改正につきましても、地方税法の一

部を改正する法律が平成２１年４月 1 日に施行されたことにより、固定資産にかかる都

市計画税の負担調整措置が平成２３年度まで延長されたことに伴い市条例の該当箇所を

改正する必要が生じましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき平成２１

年３月３１日付けで専決処分を行い、同条第３項の規定に基づき報告をし、承認を求め

るものであります。 

次に、報告第３号、南丹市国民健康保険税条例の一部改正につきましても、地方税法

の一部を改正する法律が平成２１年４月１日に施行されたことにより、国民健康保険税

の介護納付金分の賦課限度額が９万円から１０万円に改正されたことに伴い市条例の該

当箇所を改正する必要が生じましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき

平成２１年３月３１日付けで専決処分を行い、同条第３項の規定に基づき報告をし、承

認を求めるものであります。 

続きまして、報告第４号から報告第８号、平成２０年度南丹市一般会計及び特別会計

補正予算につきまして、一括してご説明を申し上げます。 

今回の補正予算につきましては、行政運営上予算措置が必要なものにつきまして補正

予算計上とし、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２１年３月３１日付

けで専決処分を行い、同条第３項の規定に基づき、報告をし、承認を求めるものであり

ます。 

まず、報告第４号、平成２０年度南丹市一般会計補正予算（第６号）につきましては、

歳入歳出予算総額から３，１７７万８，０００円を減額し、歳入歳出予算総額を２２８

億４，６８５万４，０００円に補正しております。その主な内容につきましては、予算

に関する説明書に沿って歳出よりご説明を申し上げます。 

最初に総務費では、地域情報基盤整備事業などの事業費確定に伴いまして５９９万８，

０００円の減額をいたしております。 

商工費では、商工振興融資利子補給事業や企業支援事業の確定に伴い８３３万円の減

額をいたしております。 

土木費では、道路除雪事業の確定に伴い６３８万９，０００円の減額をいたしており

ます。 

消防費におきましては、消防団員退職報償金、消防団活動推進費、消防水利整備事業

の確定に伴いまして４６８万６，０００円の減額をいたしております。 

教育費では、殿田小学校改築事業の確定などに伴い５６０万８，０００円の減額をい

たしております。 

公債費では、一時借入金利子で７６万７，０００円の減額をしております。 
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次に、これら歳出を賄います歳入につきましては、主な財源のご説明を申し上げます。 

市税につきましては、市たばこ税５３１万２，０００円を減額いたしております。 

地方譲与税から交通安全対策特別交付金までの一般財源につきましては、交付額の確

定によりまして８，８１４万２，０００円の増額をしております。このうち特別交付税

につきましては１億４，０６５万６，０００円を増額いたしております。 

分担金及び負担金につきましては、有線テレビ受益者分担金及びインターネットサー

ビス加入分担金２４３万円を増額しております。使用料及び手数料につきましては、有

線テレビ使用料及び分担金等督促手数料２６万３，０００円を増額いたしております。 

国庫支出金につきましては、公的賃貸住宅家賃対策調整補助金や消防防災施設整備補

助金の決定に伴い２６万７，０００円を減額いたしております。 

府支出金につきましては、京都府未来づくり交付金や地域防災力総合支援整備事業補

助金などの決定に伴い１５５万５，０００円の増額をいたしております。 

財産収入では、市有土地等貸付料１万１，０００円、財政調整基金、地域福祉基金、

義務教育施設整備基金及び園部女性の館管理運営基金の運用利子収入により、３９万円

及び土地売払収入９万７，０００円を増額いたしております。 

寄付金につきましては、ふるさと南丹応援寄付金１万６，０００円の増額をしており

ます。 

繰入金では、商品券事業特別会計繰入金１４２万４，０００円の増額、財政調整基金

繰入金を１億１，６５２万７，０００円減額、殿田小学校改築事業に伴います義務教育

施設整備基金繰入金を１０３万５，０００円増額いたしております。 

諸収入におきましては、過年度収入として消防防災施設整備国庫補助金９９１万円を

増額、総務費雑入ＣＡＴＶインターネット利用料等戻入金５００万円、消防費雑入、消

防団員退職報償金１３４万５，０００円をそれぞれ減額いたしております。 

市債では、事業費の確定に伴いまして情報基盤整備事業債に１００万円の増額、社会

福祉施設整備事業債２３０万円、道路橋りょう整備事業債２１０万円、消防施設整備事

業債７０万円、義務教育施設整備事業債４５０万円をそれぞれ減額いたしております。 

なお、第２表、地方債補正におきましては、これらの変更をいたしております。 

以上が、平成２０年度南丹市一般会計補正予算（第６号）の主な内容であります。 

次に、報告第５号、平成２０年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）に

つきましてご説明を申し上げます。 

簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、既定の歳入歳出予算総額から１，６９

１万８，０００円を減額し、歳入歳出予算総額を７億４，８４５万６，０００円に補正

いたしております。 

主な内容といたしましては、歳出におきまして、施設管理費で１，０７５万２，００

０円の減額、関係機関からの依頼により実施する水道管の移設費で１，６９１万８，０

００円の減額、基金費で簡易水道事業基金積立金１，５５２万６，０００円の増額など
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であります。 

歳入では、水道管の移設にかかる受託工事収入で１，６９１万８，０００円の減額を

いたしております。 

以上が、平成２０年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）の内容であり

ます。 

次に、報告第６号、平成２０年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

きましてご説明を申し上げます。 

下水道事業特別会計補正予算（第４号）につきましては、事業の確定見込みにより既

定の歳入歳出予算総額から１，０１１万２，０００円を減額し、歳入歳出予算総額を２

９億１，２８８万円に補正いたしております。 

主な内容といたしましては、歳出で、総務費の総務管理費で９５７万３，０００円の

減額、公債費の一時借入金利子で５３万９，０００円の減額であります。 

歳入では、繰入金の基金繰入金で１，０１１万２，０００円の減額をいたしておりま

す。 

以上が、平成２０年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第４号）の内容でありま

す。 

次に、報告第７号、平成２０年度南丹市商品券事業特別会計補正予算（第２号）につ

きましてご説明を申し上げます。 

商品券事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出予算総額の変更は

ございません。 

主な内容といたしましては、歳出で市の商品券事業の終結に伴う当会計の最終清算に

当たりまして、余剰金１４２万４，０００円を一般会計へ繰り出すものであります。 

以上が、平成２０年度南丹市商品券事業特別会計補正予算（第２号）の内容でありま

す。 

次に、報告第８号、平成２０年度南丹市土地取得事業特別会計補正予算（第４号）に

つきましてご説明を申し上げます。 

土地取得事業特別会計補正予算（第４号）につきましては、歳入歳出それぞれ２，５

００万円を減額し、歳入歳出予算総額を２億５７７万７，０００円といたしました。 

主な内容につきましては、事業費の小山東町区画整理事業につきまして、平成台の分

譲地１区画分の歳出の用地取得費と歳入の不動産売払収入をそれぞれ２，５００万円減

額いたしております。 

以上が、平成２０年度南丹市土地取得事業特別会計補正予算（第４号）の内容であり

ます。 

以上をもちまして、報告第１号から報告第８号にかかる専決処分の報告とさせていた

だきます。 

何とぞご審議をいただき、ご承認賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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続きまして、議案第８３号から議案第８５号の議決を求める件につきまして一括して

ご説明を申し上げます。 

まず、議案第８３号、南丹市特別職員の給与に関する条例の一部改正についてであり

ますが、本年５月１日の人事院臨時勧告を受け、市条例を改正するものであります。 

改正の内容といたしましては、附則を追加し、本年６月支給の期末手当を０．１５月

減額し、支給月数を１．４５月とするものであります。 

次に、議案第８４号、南丹市職員の給与に関する条例の一部改正につきましても、本

年５月１日の人事院臨時勧告を受け、市条例を改正するものであります。改正の内容と

いたしましては、附則を追加し、一般職員及び特定幹部職員においては本年６月支給の

期末手当及び勤勉手当を併せて０．２月減額し、支給月数を１．９５月とするものであ

り、再任用職員においては、同じく期末手当及び勤勉手当を併せて０．１月減額し、支

給月数を１月とするものであります。 

なお、国家公務員の給与に関する法律の改正につきましても、現在、国会で審議中で

ございます。 

次に、議案第８５号、平成２１年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）

についてでありますが、平成２０年度南丹市老人保健事業特別会計の国庫負担金の交付

額が交付申請額を大きく下回る結果となり、収入未済となるため、地方自治法施行令第

１６６条の２の規定により、出納整理期間中に平成２０年度会計に繰上充用するもので

あり、平成２１年度南丹市老人保健事業特別会計の歳入歳出それぞれ２，２３６万４，

０００円を追加し、歳入歳出予算総額を８，４０６万４，０００円とするものでありま

す。 

歳出の繰上充用金で２，２３６万４，０００円を追加し、その財源として歳入で過年

度国庫負担金を同額計上いたしております。 

以上が、平成２１年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）の内容であり

ます。 

以上をもちまして、議案第８３号から議案第８５号にかかる提案理由の説明とさせて

いただきます。 

何とぞご審議をいただき、可決決定賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

質疑の通告はありません。 

この際、特に、質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

ただいま、議題となっております報告第１号から報告第８号まで及び議案第８３号か

ら議案第８５号までにつきましては、お手元配布の議案付託表（その１）のとおり、所
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管の常任委員会に付託をいたします。 

ここで暫時休憩をいたします。 

休憩中に常任委員会を開いていただきますが、総務常任委員会は全協室、産業建設常

任委員会は２階第１会議室、厚生常任委員会は２階第２会議室でよろしくお願いいたし

ます。 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時１９１９１９１９分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午午午午前前前前１２１２１２１２時時時時００００００００分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） それでは休憩を解き、休憩前に引き続き、会議を続けます。 

これより、各委員長の審査報告を求めます。 

まず、村総務常任委員長。 

委員長。 

○○○○総務常任委員長総務常任委員長総務常任委員長総務常任委員長（（（（村村村村    則夫君則夫君則夫君則夫君）））） それでは本臨時会におきまして、総務常任委員会に

付託されました報告４件、議案２件についてそれぞれ慎重に審査を行ったところでござ

います。これより審査の状況と結果について報告をいたします。 

  まず、報告第１号、専決処分の承認についてであります。 

これは南丹市税条例等の一部改正でございますが、本件につきましては採決の結果賛

成全員により承認することに決しました。 

次に、報告第２号、専決処分の承認について、南丹市都市計画税条例の一部改正であ

りますが、審査の結果全員の賛成により、承認することに決しました。 

  次に、報告第４号、専決処分の承認について、平成２０年度南丹市一般会計補正予算

（第６号）であります。 

担当部長、次長より詳細説明を受け審査を行い、表決の結果、賛成全員により承認す

ることに決しました。 

  次に、報告第８号、専決処分の承認について、平成２０年度南丹市土地取得事業特別

会計補正予算（第４号）についてであります。 

担当部長より詳細説明を受け質疑に入り、全員の賛成により承認することに決しまし

た。 

  次に、議案第８３号、南丹市特別職員の給与に関する条例の一部改正についてであり

ます。 

詳細説明を受け質疑に入り、審査の結果賛成全員により可決をいたしました。 

  次に、議案第８４号、南丹市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 

これも詳細説明を受け質疑に入り、職員の処遇改善に今後とも努められたいとの意見

があり、審査の結果賛成多数で可決をいたしました。 

  以上、本臨時会において総務常任委員会に付託されました議案の審査並びに審査状況

の結果の報告といたします。 
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  以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 続きまして、中井産業建設常任委員長。 

委員長。 

○○○○産業建設産業建設産業建設産業建設常任委員長常任委員長常任委員長常任委員長（（（（中井中井中井中井    榮樹榮樹榮樹榮樹君君君君）））） それでは、産業建設常任委員会に本日付託をさ

れました４議案につきまして、審査の経過と結果につきましてご報告を申し上げます。 

本件につきましては、本日休憩中に産業建設常任委員会を開催いたし、各部課長より

詳細な説明を受けたのち、慎重に審査を行ったところでございます。 

まず、報告第４号、専決処分の承認について、平成２０年度南丹市一般会計補正予算

（第６号）についてであります。 

担当部課長より詳細説明を受けたのち、質疑を行いました。主な質疑としては、除雪

費として６３８万９，０００円と大きな補正を組んであるにもかかわらず、減額となっ

ているが見込み違いかとの質問に対し、補正の時期的なものがあり、予測ができないと

ころがある。平成１０年度から平成１９年度の平均を出し、当初予算を計上していた、

との説明がございました。 

以上、質疑を終結し、討論もなく、表決の結果、報告第４号は賛成全員により、承認

すべきものと決しました。 

次に、報告第５号、専決処分の承認について、平成２０年度南丹市簡易水道事業特別

会計補正予算（第４号）についてでございますが、主だった質疑もなく、また討論もな

く、表決の結果、報告第５号は賛成全員により承認すべきものと決しました。 

次に、報告第６号、専決処分の承認について、平成２０年度南丹市下水道事業特別会

計補正予算（第４号）についてであります。 

この報告につきましても、主だった質疑はなく、また、討論もなく、表決の結果、報

告第６号は賛成全員により、承認すべきものと決しました。 

次に、報告第７号、専決処分の承認について、平成２０年度南丹市商品券事業特別会

計補正予算（第２号）についてであります。 

主な質疑としては、７９１万７，５００円の未換金があるが、即ち眠っているわけで

ありますが、救済処置等はとの質問に対し、１２年度から１１年間、旧園部町において

取り扱われたものであり、総売り上げは２億６，４７５万６，０００円で、換金がその

うち２億５，６８３万８，５００円となっており、７９１万７，５００円の未換金が残

っておるということであり、救済処置は講じていないということでございました。 

以上、質疑を終結し討論もなく、表決の結果、報告第７号は賛成全員により、承認す

べきものと決しました。 

以上、誠に簡単ではございますが産業建設常任委員会委員長報告とさせていただきま

す 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 続いて、松尾厚生常任委員長。 

委員長。 
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○○○○厚生常任委員長厚生常任委員長厚生常任委員長厚生常任委員長（（（（松尾松尾松尾松尾    武治武治武治武治君君君君）））） それでは、厚生常任委員会に付託されました議案に

つきまして、報告をさせていただきます。厚生常任委員会を開催いたしまして、審査を

いたしましたので、審査結果のご報告をいたします。 

報告第３号、専決処分の承認について、南丹市国民健康保険税条例の一部改正につい

て、挙手全員で承認しました。 

報告第４号、専決処分の承認について、平成２０年度南丹市一般会計補正予算（第６

号）は、挙手全員で承認しました。 

議案第８５号、平成２１年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）は、挙

手全員で可決しました。 

以上、誠に簡単ですが厚生常任委員会に付託されました議案の審査結果の報告といた

します。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、委員長の報告は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

特に質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論の通告はありません。 

特に、討論ございませんか。 

２番、大議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（大大大大    一三君一三君一三君一三君）））） 昼前にご苦労様でございます。お世話になります。日本共産

党・住民協働市会議員団の大でございます。議員団を代表いたしまして、議案第８４

号、南丹市職員の給与に関する条例の一部改正についての反対討論を行ってまいります。 

未曾有の経済危機のもと、国民の生活は大変厳しい状況にございます。そうした情勢

適応の観点から、今回、提案されております議案第８３号、南丹市特別職の給与に関す

る条例の一部改正及び議員提出議案であります南丹市議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正については賛成するものでありますが、議案第８４号、南丹

市職員の給与に関する条例の一部改正については、賛成しかねるものであります。 

今回、国家公務員や地方公務員の賃金を勧告するその人事院は、異例で唐突な形で夏

季一時金を削減する勧告を行ったところであります。その内容は夏季一時金について、

民間の特別調査により、昨年度比で１３．２％の激減があるとして０．２月分、率で前

年比９．３％の支給を減額をしようとするものであります。皆さんも、既にご存じのと

おり、日本の公務員労働者は労働基準権を著しく制限させております。団結権はありま

すが、争議権はなく、団体交渉権はあっても、協定締結権はございません。その労働基

本権剥奪の代償機関として人事院制度が設けられております。今回の夏季手当の大幅減

額は、公正・中立、そしてまた、客観的対応が特に求められる人事院のあり方そのもの
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が問われている問題も含んでおります。今回の勧告が極めて短期間のその調査によりま

して、正確性、そして妥当性を疑問視せざるを得ない内容を含んでおります。今回の削

減は国、そしてまた、地方公務員、関連労働者を含めて、数千億円の賃金削減が予想さ

れております。一層の内需が冷え込み、そうした状況を作り出しながら、地場賃金、そ

してまた、地域経済に大きな影響を及ぼし、賃金削減のサイクルを作り出していくこと

になりかねない状況であります。また、今回のこの提案で、その説明の中で情勢適応の

原則の観点から南丹市においても、国家公務員に準拠する必要があるとそのようなこと

が提案理由の説明としてございます。南丹市の職員給与水準はラスパイレス指数が８８．

１と極めて低く、公務員平均よりも、１２ポイントも低い状況にございます。亀岡市職

員は９７、中部広域消防組合職員は９８と、ほぼ国家公務員に準拠をしている状況であ

ります。この南丹市のラスパイレス８８．１は、京都府下の市町村の中ではワースト２

であります。市レベルでは最悪の最低の水準にあります。また、そのことが市の嘱託職

員、そして臨時職員のその賃金の低さに表れている面もあります。基本賃金については

触れずに、一時金の大幅削減には国家公務員に準拠する必要があるとする、この条例の

改正については、職員の生活不安、そしてまた、労働意欲を後退させることになります。

現行を据え置き、抜本的改善を進めるべきであります。そのことを申し上げ、反対討論

といたします。 

ぜひ皆さん方のご賛同をいただきますことを心からお願い申し上げまして、討論を終

わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ないようでございますので、討論を終結いたします。 

これより順次採決をいたします。 

まず、報告第１号から報告第８号までの専決処分承認案件８件を、一括して起立によ

り採決をいたします。 

本案に対する委員長の報告は原案承認であります。 

本案委員長の報告のとおり決することに賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 起立全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり承認されました。 

次に、議案第８３号を起立により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案委員長報告のとおり決することに賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 起立全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 
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次に、議案第８４号を起立により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案委員長の報告のとおり決することに賛成者の起立を求めます。 

（起立多数） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 起立多数であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第８５号を起立により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案委員長の報告のとおり決することに賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 起立全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第日程第日程第日程第５５５５    議第議第議第議第３３３３号号号号    南丹市議会議員南丹市議会議員南丹市議会議員南丹市議会議員のののの議員報酬及議員報酬及議員報酬及議員報酬及びびびび費用弁償等費用弁償等費用弁償等費用弁償等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部

改正改正改正改正についてについてについてについて    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 次に、日程第５、議第３号「南丹市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

谷義治議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（谷谷谷谷    義治君義治君義治君義治君）））） ただいま上程いただきました議案の提案理由について、説明を申

し上げます。 

議第３号、南丹市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

ては、平成２１年５月１日に人事院が民間企業において、景気悪化により本年の夏季ボ

ーナスが大幅な減額となることが想定される実態を反映させるため、国や内閣に臨時勧

告を行ったところであります。政府も勧告に基づき国家公務員給与法を改正する方針で

あり、また、国会議員においても２カ月分をカットする方針で審議が進んでいるところ

であります。昨今の経済情勢、社会情勢を考慮いたしますとき、南丹市議会においても

議員の期末手当について６月支給分の１．６カ月を０．１５カ月引き下げ、１．４５カ

月にしようとするものであります。 

何とぞご賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、提出者の説明が終わりました。 

ここでお諮りいたします。 

ただいま議題となっております議第３号については、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ご異議なしと認めます。 
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よって、議第３号については委員会付託を省略することに決しました。 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

谷議員ご苦労さんでした。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

それでは議第３号を採決いたします。 

議第３号については原案のとおり、決することに賛成者の起立を求めます。 

（起立全員） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 起立全員であります。 

よって、議第３号については原案のとおり可決されました。 

 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治繁治繁治繁治君君君君）））） 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

今臨時会に付議されました事件はすべて議了いたしました。 

これにて、平成２１年第１回南丹市議会臨時会を閉会といたします。 

大変ご苦労さんでした。 

 

午前午前午前午前１２１２１２１２時時時時２０２０２０２０分閉分閉分閉分閉会会会会    
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